
滝川市地域防災計画書面会議による意見内容と回答

意見内容 回答

 防災計画の第１章第４節２指定地方行政機関（４）厚生労働省北海道労
働局滝川労働基準監督署の記載があるが、第２章第１節滝川市防災会議
の指定行政機関に厚生労働省北海道労働局滝川労働基準監督署の記載が
ないのか？

　福祉避難所については、滝川市地域防災計画第５章第５節１避難計画
（８）福祉避難所に記載していますとおり、必要に応じて開設すること
となっております。
　当該避難所が必要になった場合には、市内事業所（３団体５施設）と
協定を締結しており、必要に応じて施設を指定し受入準備が整い次第、
開設することとしております。開設された際には、当該施設で対応可能
な要配慮者の方につきましては、そちらで避難していただくこととなっ
ておりますことをご理解ください。
　なお、今回の改訂については、水防法の改正、気象基準の改正等によ
り、地域防災計画の一部を改訂するものであるため、福祉避難所をはじ
めとする各種避難所のあり方について、来年度を目標に検討してまいり
ます。

　滝川市防災会議条例第３条第７項に定められています任期は２年と
なっており、滝川市防災会議委員の委員につきましは、平成28年４月に
委嘱を行っているこから、任期は平成30年３月31日までとなっておりま
す。

　今回の改訂については、水防法の改正、気象基準の改正等により、地
域防災計画の一部を改訂するものであるため、意味合いに誤りがないか
ぎり、文字の表示については修正をおこなわないことをご理解くださ
い。なお、来年度を目標にすべての表示について、ご指摘の件も含めて
検討してまいります。

　ご指摘の件については、送付した資料に誤りがあり、現行の地域防災
計画には誤りがありませんので、送付した資料を修正させていただきま
す。

 滝川市防災会議条例に基づき、指定地方行政機関の内から市長が任命
することとなっております。ご指摘のとおり現在は労働基準監督署は任
命されておりません。また、定数26名に対して現在26名の任命がなされ
ていることをご理解ください。
　なお、今回の改訂については、水防法の改正、気象基準の改正等によ
り、地域防災計画の一部を改訂するものであるため、防災会議委員の任
命については変更する考えはございませんが、本件については、ご意見
としてお伺いし、来年度に当該会議を開催し、ご意見に対する議論を行
いたいと考えております。

災害時要配慮者対策の推進について
　貴市におかれましては、災害時要配慮者対策として、災害対策基本法
等に基づく避難行動要支援者名簿を作成するとともに、福祉避難所の指
定については平成２７年から行われており、1人1人の具体的な避難方法
等を定めた避難行動支援に係る個別計画は平成２２年から策定されてお
ります。
　ついては、この度の貴市地域防災計画の改訂において、「第５章　災
害応急対策計画　第５節　避難救出計画の１　避難計画」に既に指定済
みの福祉避難所について、名称や連絡先等についても記載することが望
ましいと考えます。
　また、「第２節　災害対策本部の別表第２の災害対策本部設置時にお
ける事務分掌救護部避難所対策班所掌事務」に「12　避難行動要支援者
の避難に関すること。」が追加されているところですが、個別計画につ
いても、全体計画の中に位置づけることが必要と考えます。

　防災会議の委員あてですが、歴代会長が防災会議の委員に委嘱されて
いましたが、こちらで調べたところ平成28年3月31日で委嘱期間が終了し
ているのではないかと思います。平成27年に防災会議の案内を頂いてお
り、事務局長が代理出席した経過までは確認できました。滝川市医師会
長あてであれば調べなかったのですが、委員あてだったので確認しまし
た。書類は、このまま会長に目を通してもらいますが、何か申し添える
ことがありましたらよろしくお願いします。

　第７章事故災害対策計画の第１節鉄道災害対策計画の情報通信連絡系
統の図の部分で、「空知総合振興局（地域創生部）」の下に「空知支庁
（地域政策部）」とありますが、これは削除し忘れたものでしょうか。
どちらも同じ意味になりますので「空知支庁（地域政策部）」を削除し
て良いと思います。

　いくつかの箇所に「河川がはん濫～」といった記載がありますが、他
の市町さんが地域防災計画を修正した際には、「はん濫」ではなく「氾
濫」と漢字で記載しています。そのため、「氾濫」と漢字で記載した方
が良いと思います。


